
瀬戸市農業委員会定例会議事録

1 開催日時　 令和6年6月24日（月）　午後2時から午後2時30分

2 開催場所 瀬戸市役所庁議室

3 出席委員

農業委員 農地利用最適化推進委員

１番 伊藤　憲昭 １番 磯村　幸成

２番 井上　俊英 ２番 江尻　雅之

３番 小澤　早由里 ３番 大澤　憲男

４番 加藤　卓夫 ４番 加藤　晴次

５番 作石　正太郎 ５番 藤田　茂夫

６番 髙島　八十三 ６番 前田　晴美

７番 武田　晴光 ７番 松原　清

８番 長江　和春 ８番 山田　泰司

９番 中村　征実

１０番 藤井　義廣

１１番 矢野　洋三

１２番 横道　厚子 欠 (出席　19　 ）

4 議事日程

第36号議案 農地法第3条の規定による許可申請について 1 　件

第37号議案 農地法第3条の規定による許可申請について 1 　件

第38号議案 農地法第5条の規定による許可申請について 1 　件

第39号議案 農地法第5条の規定による許可申請について 1 　件

第40号議案 農地法第5条の規定による許可申請について 1 　件

第41号議案 農地法第5条の規定による許可申請について 1 　件

第42号議案 農地法第5条の規定による許可申請について 1 　件

第43号議案 農地法第5条の規定による許可申請について 1 　件

第44号議案 農用地利用集積計画の変更について 1 　件

報告第16号 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書について 1 　件

報告第17号 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書について 6 　件

報告第18号 農用地利用集積計画の権利の移転について 1 　件

報告第19号 現況証明願出書について 1 　件

報告第20号 農地改良届出書について 1 　件
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

ただ今より瀬戸市農業委員会６月定例会を開会いたします。 

 本日の議題は、配布してあります議案書のとおりでございます。 

 なお、農業委員の１２番 横道 厚子（よこみち あつこ）委員より、欠

席の連絡が入っております。 

  

続きまして、本日の議事録署名委員の指名を行います。慣例により議長が

指名することになっておりますが、これにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声、多数あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、本日の議事録署名委員は、 

４番 加藤 卓夫（かとう たくお）委員、 

５番 作石 正太郎（さくいし しょうたろう）委員を指名いたします。 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 （第３６号議案）   

これより議事に入ります。それでは「第３６号議案 農地法第３条の規定

による許可申請について」を議題といたします。事務局の説明をお願いいた

します。 

 

申請地は、登記地目が田、現況地目が畑の１筆で面積は３１９㎡です。 

当該農地は、渡人が相続で取得したものの、家から遠く、管理に苦慮して

いたところ、渡人の親族である受人と話がまとまり、当申請に至りました。

受人は、すでに申請地の隣地で耕作を行っており、また申請地から約３㎞の

場所に居住しているため通作条件も問題なく、地区担当委員さんからも適当

とのご報告をいただいております。以上の点から、農地を取得するための要

件を満たし、許可できるものと考えます。 

第３６号議案につきましては以上です。 

 

事務局の説明は終わりました。第３６号議案について、ご質疑はございま
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

せんか。 

 

 （なし） 

 

特にご質疑もないようでありますので、推進委員の皆様ご意見はございま

せんでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

特にご意見もないようでありますので、質疑を終結し、採決を行います。

第３６号議案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声、多数あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、第３６号議案は原案のとおり承認するこ

とに決しました。 

 

３７号・３８号議案 

続きまして第３７号議案ですが、その次の第３８号議案と関わりのある申

請となりますので、事務局から同時に説明していただき、審議を行いたいと

思います。では事務局の説明をお願いいたします。 

 

まず第３８号議案について説明します。申請地は、登記地目、現況地目共

に田の１筆で、面積は４４６㎡、目的は分家住宅の建築です。 

立地基準は、公共施設を起点とする半径５００ｍの円内の区域で、第２種

農地に該当します。一般基準は、資力については事務局で確認済です。 

申請地周辺の状況は、北側は資材置場及び雑種地、西側は道路、南と東側

は田です。なお、東側の田は本件の申請に伴い分筆された農地で、今後は受

人およびその家族が畑として耕作をする予定です。 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

近隣農地への影響については、北、東、南側はコンクリートブロック、西

側は地先ブロックを設置し、土砂等の流出を防止します。排水は、敷地内に

集水桝を設け、北東の最終桝から、東側農地に暗渠
あんきょ

管を通して市所有の水路

へ排水します。 

他法令は、開発許可が該当し、現在申請中で許可見込みありです。 

以上より、本申請は、立地基準及び一般基準を満たし、地区担当委員さん

からも適当とのご報告をいただいているため、許可相当であると考えます。 

第３７号議案は、暗渠管埋設に係る区分地上権設定のための申請で、面積

は７．７㎡です。 

農地の地中に排水管を埋設する場合、農地法３条による許可を受ける必要

があるため、本申請が農地法５条の申請と合わせて提出されたもので、許可

できるものと考えます。 

第３７号議案、第３８号議案につきましては以上です。 

 

事務局の説明は終わりました。第３７号、第３８号議案について、ご質疑

はございませんか。 

 

 （なし） 

 

特にご質疑もないようでありますので、推進委員の皆様ご意見はございま

せんでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

特にご意見もないようでありますので、質疑を終結し、採決を行います。

第３７号、第３８号議案を原案のとおり承認することにご異議ございません

か。 

 

 （異議なしの声、多数あり） 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

ご異議なしと認めます。よって、第３７号、第３８号議案は原案のとおり

承認することに決しました。 

 

（第３９号議案）  

続きまして、「第３９号議案 農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

申請地は、登記地目が畑、現況地目が雑種地の２筆で、面積は２７０㎡、

目的は通路及び駐車場です。 

立地基準は、市街地介在農地で第３種農地に該当します。 

申請地の周辺は北が受人所有の通路、東と西と南が雑種地です。今般、借

用していた東側の雑種地が利用できなくなることに伴い、申請地を通路及び

駐車場として利用するため申請がありました。 

近隣農地への影響については、隣接する農地がないため特に問題はありま

せん。排水は雨水のみで、道路側側溝へ排水します。 

なお、本件はすでに駐車場として利用されており、始末書が提出されてい

ます。他法令については該当しないことを確認しています。 

以上より、本申請は、立地基準及び一般基準を満たし、地区担当委員さん、

推進委員さんからも適当とのご報告をいただいているため、許可相当である

と考えます。第３９号議案につきましては以上です。 

 

事務局の説明は終わりました。第３９号議案について、ご質疑はございま

せんか。 

 

 （なし） 

 

特にご質疑もないようでありますので、推進委員の皆様ご意見はございま

せんでしょうか。 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

（意見なし） 

 

特にご意見もないようでありますので、質疑を終結し、採決を行います。

第３９号議案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声、多数あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、第３９号議案は原案のとおり承認するこ

とに決しました。 

 

（第４０号議案） 

続きまして、「第４０号議案 農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

申請地は、登記地目が畑、現況地目が雑種地の２筆で面積は７１㎡、目的

は駐車場です。立地基準は、市街地介在農地で第３種農地に該当します。 

申請地の周辺は、北と東が道路、南が一体利用地の資材置場、西が山林で

す。近隣農地への影響については、隣接する農地がないため特に問題はあり

ません。排水は、砂利敷きで自然浸透します。北と東には道路側溝も整備さ

れており、勾配は北側道路側溝に向かっています。 

なお、本件はすでに駐車場として利用されており、始末書が提出されてい

ます。他法令については該当しないことを確認しています。 

以上より、本申請は、立地基準及び一般基準を満たし、地区担当委員さん

からも適当とのご報告をいただいているため、許可相当であると考えます。 

第４０号議案につきましては以上です。 

 

事務局の説明は終わりました。第４０号議案について、ご質疑はございま

せんか。 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 （なし） 

 

特にご質疑もないようでありますので、推進委員の皆様ご意見はございま

せんでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

特にご意見もないようでありますので、質疑を終結し、採決を行います。

第４０号議案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声、多数あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、第４０号議案は原案のとおり承認するこ

とに決しました。 

 

（第４１号、４２号議案） 

続きまして、第４１号議案、第４２号議案ですが、今月は保留となりまし

た。事務局の説明をお願いいたします。 

 

こちらの案件については、計画の変更が見込まれるため、保留となりまし

た。来月以降に審議する場合は、この議案番号で審議をさせていただきます。

以上です。 

 

来月審議予定ですか。 

 

その予定です。 

 

（第４３号議案）  
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議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

続きまして、「第４３号議案 農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

申請地は、登記地目が田、現況地目が雑種地の７筆で面積は１４１．１㎡、

目的は住宅進入路及び駐車場です。 

立地基準は、市街地介在農地で第３種農地に該当します。 

申請地の周辺は、北が宅地、東が道路、西が一体利用地の住宅建築予定地、

南が田です。近隣農地への影響については、南側に義務擁壁を設置し、土砂

等の流出を防止します。 

排水は、東側道路に道路側溝を新設し、道路対側の側溝へ桝で接続します。 

なお、本件は分譲建売住宅の建築のため、建築図面を愛知県へ提出します。 

他法令は建築許可が該当し、許可見込みであることを確認しています。 

以上より、本申請は、立地基準及び一般基準を満たし、地区担当委員さん

からも適当とのご報告をいただいているため、許可相当であると考えます。 

第４３号議案につきましては以上です。 

 

事務局の説明は終わりました。第４３号議案について、ご質疑はございま

せんか。 

 

 （なし） 

 

特にご質疑もないようでありますので、推進委員の皆様ご意見はございま

せんでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

特にご意見もないようでありますので、質疑を終結し、採決を行います。

第４３号議案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

藤井委員 

 

 

 

事務局 

 （異議なしの声、多数あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、第４３号議案は原案のとおり承認すること

に決しました。 

 

（第４４号議案） 

続きまして、「第４４号議案 農用地利用集積計画の変更について」を議題

といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

本件は、農地の利用権を設定するため、貸し手および借り手の双方から農

用地利用集積計画が瀬戸市長宛に提出されたことから、農地中間管理事業の

推進に関する法律により瀬戸市長から本農業委員会に協議の申し出があった

ものです。 

受人は、現在愛知県のファーマーズ研修に通っています。また、将来的に

補助金の活用を検討しているため、地域計画を策定する駒前地区にて農地を

検索し、本申請に至りました。また地区担当委員さんからも適当とのご報告

をいただいておりますので、農用地利用集積計画の変更につきましては、耕

作放棄地予防の観点からも承認できるものと考えられます。なお、公益財団

法人愛知県農業振興基金を通じ貸付けることとするもので、面積等は記載の

とおりとなります。第４４号議案につきましては以上です。 

 

事務局の説明は終わりました。第４４号議案について、ご質疑はございま

せんか。 

 

 名前を見るとおそらく日本人ではなく外国の方だと見受けられますが、中

間管理機構の国籍の確認状況や、補助金の状況はどのようになっているか教

えてください。 

 

 中間管理機構の利用権の設定については、所有権の移転が伴わないので、
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藤井委員 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

国籍の確認はありません。農地法３条の申請ですと、令和５年度から国籍を

記載することとなっています。補助金については、現状本当に申請されるか

未定ですが、地域計画の担い手に位置付けられると、活用できる可能性があ

ります。活用の可能性を残すためには、地域計画のエリアで行う必要がある

ため、駒前の担当委員の松原清委員に手助けをいただきながら、本申請に至

ったというところです。ただ、繰り返しですが、補助金については、申請に

も至ってはおらず、未定という状況です。 

 

 日本人の方ではないですよね。 

 

 そうです。現状は、愛知県の研修に通っており、また瀬戸市の認定農業者

の方の元でも研修をしており、とても熱心に頑張られていると伺っています。

またご家族で日本人の方がおり、手続きや連絡の際には間に入ってくださっ

ているという状況です。 

 

 他にご質疑もないようでありますので、推進委員の皆様ご意見はございま

せんでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

特にご意見もないようでありますので、質疑を終結し、採決を行います。

第４４号議案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声、多数あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、第４４号議案は原案のとおり承認するこ

とに決しました。 

 

（報告事項） 
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議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 続きまして、報告事項に移ります。一括して事務局から説明をお願いしま

す。 

 

報告第１６号、１７号 農地法第４条第１項第７号の届出は１件、農地法

第５条第１項第６号の届出については６件ありました。面積等は記載のとお

りです。 

報告第１８号 農用地利用集積計画の権利の移転について、件数としては

１件、筆としては１０筆、届出がありました。新たに権利を受ける方は、認

定新規就農者で、親から権利を引き継ぎますので、特に問題はありません。 

報告第１９号 現況証明願出書については１件ありました。面積等は記載

のとおりです。 

報告第２０号 農地改良届出書については３件ありました。面積等は記載

のとおりです。報告事項につきましては以上です。 

 

事務局の説明は終わりました。報告事項について、ご質疑等はございませ

んか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようでありますので、推進委員の皆様ご意見はございま

せんでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

本日付議されました案件は全て議了いたしました。 

これにて、瀬戸市農業委員会６月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 


